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１．共通様式（令和３年４月１日～） 

 １）工事を受注したとき 

・従来実務上使用される例のあった、いわゆる辞退届に代わる建退共対象労働者

を的確に把握するための様式であり、新たに制定 

（新設）様式〇〇号「建設業退職金共済制度加入労働者数報告書」 

 ２）工事中または工事が完成したとき 

・労働者延べ就業日数や掛金充当日数などを発注者へ提示し、一定期間事務所に

備え付ける様式であり、新たに制定 

（新設）様式〇〇号「建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表」 

・被共済者の就労状況を報告する様式であり、掛金納付に係る事務委託同意や建

設キャリアアップシステム事業者 ID項目などを追加 

（改定）建退共事務受託様式４号「被共済者就労状況報告書（月別報告様式）」 

（改定）建退共事務受託様式５号「被共済者就労状況報告書（日別報告様式）」 

※ 就労実績報告作成ツールより自動作成 

  一定期間事務所に備え付ける様式 

 ３）経営事項審査申請のとき 

  ・建退共制度の履行状況の証明を申請する様式であり、「電子申請関連」項目と

「建設キャリアアップシステム事業者 ID」項目を追加 

（改定）様式〇〇号「建設業退職金共済事業加入・履行証明願」 

  

資料３ 

建退共本部においては、建設現場で働く技能労働者のうち、対象労働者を的確に把握

し就労実績に応じた確実な掛金充当を図り、建退共制度の透明性も向上させることとし

ております。 

このため、令和３年度以降は、電子申請方式を推奨し、併せて共済証紙方式も含め

て、掛金納付額と充当状況に係る履行確保の強化を図ることといたします。 

また、電子申請方式の試行的実施開始に伴い、建退共制度に係る関係様式を制定（ま

たは一部改定）することとし、電子申請方式に係る様式につきましては、令和２年１０

月１日から試行的に使用することとし、その他の様式につきましては、令和３年４月１

日以降から使用することといたします。 

なお、証紙貼付方式につきましては、令和５年度以降も引き続き、ご利用いただけま

す。 

※様式等につきましては、現時点での改正案であり、今後、厚生労働省及び国土交通

省における検討により内容が変更されることがあります。 

建退共制度の履行確保の強化等に伴う様式の 

制定（または一部改定）について 
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４）現場標識 

 ・工事現場において、建退共制度が適用される現場であることについて周知する

標識であり、電子申請事項を追加 

（改定）現場標識 

・民間工事現場において、建退共制度と建設キャリアアップシステムの両制度が

適用される現場であることについて周知する標識であり、新たに制定 

（新設）現場標識（建退共・CCUS適用民間工事現場） 

 

 

２．電子申請方式に係る様式（令和２年１０月１日～） 

１）工事を受注したとき 

・電子申請方式による退職金ポイントの購入を証明し、発注者へ提出する様式で

あり、新たに制定 

（新設）様式〇〇号「掛金収納書（電子申請方式）」 

・口座振替による退職金ポイント購入の受付が完了したことを証明し、発注者へ

提出する様式であり、新たに制定 

（新設）様式〇〇号「掛金口座振替申込受付書（電子申請方式）」 

２）工事が完成したとき 

・工事別の掛金充当日数や充当金額などを証明し、一定期間事務所に備え付ける

様式であり、新たに制定 

（新設）様式〇〇号「掛金充当書（工事別）」 

※ １）～２）の様式については、建退共電子申請サイト（仮称）より自動作成 

 

 

３．その他、共済証紙に係る様式（令和３年４月１日～） 

 １）工事を受注したとき 

  ・掛金収納書を発注者へ提出するときに共済証紙購入の考え方を記載できる掛金

収納書提出用台紙であり、新たに制定 

（新設）様式〇〇号「掛金収納書提出用台紙」 

 ２）工事中または工事が完成したとき 

・被共済者の就労状況や共済証紙の受渡・貼付状況などを報告する様式であり、

建設キャリアアップシステム事業者 ID項目などを追加 

（改定）建退共事務受託様式２号「建退共制度に係る被共済者就労状況報告書」 

（改定）建退共事務受託様式３号「建設業退職金共済証紙貼付状況報告書」 

（改定）建退共事務受託様式４号「被共済者就労状況報告書（月別報告様式）」

（再掲） 
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（改定）建退共事務受託様式５号「被共済者就労状況報告書（日別報告様式）」

（再掲） 

※ 就労実績報告作成ツールより自動作成 

一定期間事務所に備え付ける様式 

・工事別の共済証紙の受払状況を報告し、一定期間事務所に備え付ける様式で

あり、新たに制定 

（新設）様式〇〇号「工事別共済証紙受払簿」 

※ 令和４年度からすべての公共工事において適用 

 

 ３）その他 

  ・決算期における共済証紙の受払状況を報告する様式であり、共済証紙を購入し

た金融機関名、建設キャリアアップシステム事業者 ID事項を追加 

（改定）様式０３０号「共済証紙受払簿」 






































